
石川県指定難病・小児慢性特定疾病審査会 

 

 

設置根拠法令 

・難病の患者に対する医療等に関する法律第８条第１項 

・児童福祉法第１９条の４第１項 

 

 

所掌事務 

・難病の患者に対する医療等に関する法律第７条第２項の規定に基づく審査 

・児童福祉法第１９条の３第４項の規定に基づく審査 

 

 

委員名簿 

非公開（委員名の公開により、公正かつ円滑な運営に支障を生じるおそれがあるため） 

 

 

会議公開 

非公開（患者の個人情報を扱うため） 

 


